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また、平成３１・３２・３３年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役

務の提供等」の近畿（又は東海・北陸）地域として申請し、平成３１年４月１日時点

において、平成３１・３２・３３年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）の

「役務の提供等」の近畿地域の競争参加資格の認定を受けていること。

③ 近畿地方整備局管内に本店、支店又は営業所を有すると共に、平成１６年度以降

に、下記２③（ア）に示す機関等が発注した、下記２③（イ）に示す設備に係わる

保守又は点検業務等において、受注者として業務を完了（平成３１年３月３１日ま

でに完了見込みを含む）し、その履行実績を証明したものであること。

なお、履行実績は建設業法上の建設工事のうち、「電気工事業」又は「電気通信

工事業」の施工実績、並びに製造契約による実績をもって代えることが出来る。

（ア）発注機関等は次の 1)から 5)のいずれかに該当する機関等とする。
1) 国の機関（事業団、特殊会社及び独立行政法人及び特殊法人等改革基本法の

対象法人を含む）

2) 地方公共団体又は公共機関（災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公

共機関、第六号に規定する指定地方公共機関）

3) 地方公社（地方住宅供給公社法（昭和 40年法律第 124号）に基づく地方住宅
供給公社、地方道路公社法（昭和 45 年法律第 82 号）に基づく地方道路公社、
及び公有地の拡大の推進に関する法律（昭和 47 年法律第 66 号）に基づく土地
開発公社又は、地方公共団体の出資する公益法人その他であって、 その名称に

「公社」の文字が用いられるもの）

（上記 1)から 3)の機関が発注した業務の場合は再委託でもよい。）
4) 民間企業

5) 公益法人（一般社団法人又は一般財団法人に関する法律に基づき設立された

一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。旧民法第

３４条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成２０年１

２月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法

人（特例社団法人又は特例財団法人））

（イ）対象設備は、本業務における特記仕様書の電気通信設備点検対象一覧表のうち

いずれか１つの設備とする。

④ 本業務の配置予定管理技術者は、平成３１年２月２６日の時点で次の 1)から 9)の
いずれか一つの条件並びに契約締結時点で 10)から 12)の条件を満すこと。なお、業
務経験は、電気通信施設点検基準（案）によるいずれか１つの設備の保守又は点検

業務（再委託の実績含む）の実績、又は建設業法上の建設工事のうち「電気工事業」

又は「電気通信工事業」の施工実績、並びに製造契約による実績とする。

1) 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校において電気工学又は電気通

信工学に関する学科を修めた者、もしくは専修学校において電気工学又は電気通

信工学に関する学科を修め、専門士もしくは高度専門士と称する者で、卒業後３

年以上の業務経験を有する者。

2) 学校教育法による高等学校、専修学校において電気工学又は電気通信工学に関
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する学科を修めた者で、卒業後５年以上の業務経験を有する者。

3) 上記 1)及び 2)以外の者で、７年以上の業務経験を有する者。
4) 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級

陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士のいずれかの資格を有し、業務経験が３

年以上ある者。

5) 第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者のいずれ

かの資格を有し、業務経験が３年以上ある者。

6) 第二種電気工事士の資格を有し、業務経験が３年以上ある者。

7) 技術士（総合技術監理部門（選択科目を「電気電子」とするものに限る））、技術

士（電気電子部門）のいずれかの資格を有する者。

8) 一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士のいずれかの資格を有す

る者。

9) 第一種電気工事士の資格を有する者。

10) 配置予定管理技術者の常駐場所が近畿地方整備局管内にあること。

11) 配置予定管理技術者は、国土交通省発注の他の保守業務、点検業務又は運転監

視業務の管理技術者を兼務することができる。

なお、兼務する場合は、契約締結時点の手持ち業務量（電気通信施設の保守業

務、点検業務及び運転監視業務の当初契約金額の合計をいう。）において、２億

円未満かつ５件以下であること（本業務を含み、契約済み及び特定後未契約のも

のを含む）。

配置予定管理技術者は、複数申請できるものとする。なお、配置予定管理技術

者を複数申請する場合は、落札決定後に上記条件を満たすものを管理技術者とし

て特定するものとする。

12) 配置予定管理技術者は入札参加希望者との間で直接的かつ恒常的な雇用関係（下

記３（６）の受領期限の日以前に３ヶ月以上の雇用関係）があること。

⑤ 証明書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名

停止を受けている期間がないこと。

⑥ 会社更生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申し立てがなされている者（競争参加資格に関する公示に基

づく再申請の手続きを行った者を除く。）でないこと。

⑦ 電子調達システムによる場合は、電子認証（ICカード）を取得していること。
⑧ 分任支出負担行為担当官から入札説明書の交付を受けた者であること。

⑨ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、

国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているもの

でないこと。

３．入札書の提出場所等

（１）入札書の提出場所及び契約条項を示す場所並びに当該入札に関する問い合わせ先

〒５２０－２１４４

滋賀県大津市大萱１丁目１９番３２号
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国土交通省 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 総務課

電話０７７－５４５－５６７５（内線２１０）

（２）入札説明書の交付場所 上記３（１）に同じ

（３）入札説明書の交付期間

別表１のとおり。

（４）入札説明書の交付方法

電子記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を持参又は郵送することにより電子データを交付す

る。持参による場合は（１）に電子記録媒体を持参すること。郵送による場合には、

（１）に電子記録媒体、返信用の封筒（切手を貼付）、入札参加希望者の連絡先が

わかるものを同封すること。

（５）電子調達システムの URL及び問い合わせ先
https://www.geps.go.jp/

（６）電子調達システム及び紙入札方式による競争参加資格確認申請書及び証明書等の

受領期限

別表１のとおり。

（７）電子調達システム及び紙入札方式による入札書の受領期限

別表１のとおり。

（８）開札の日時及び場所

日時 別表１のとおり。

場所 近畿地方整備局 大戸川ダム工事事務所 入札室

４．その他

（１）契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金 免 除

（３）入札者に要求される事項

① 電子調達システムにより参加を希望する者は、所定の受領期限までに競争参加資

格確認申請書及び証明書等を上記３（５）に示すＵＲＬに提出しなければならない。

② 紙入札方式により参加を希望する者は、所定の受領期限までに競争参加資格確認

申請書及び証明書等を上記３（１）に示す場所に提出しなければならない。

なお、①、②いずれの場合も、開札日の前日までの間において、分任支出負担行

為担当官から競争参加資格確認申請書及び証明書等の内容に関する照会があった場

合には、説明しなければならない。

（４）入札の無効

競争に参加する資格を有しない者のした入札、入札の条件に違反した入札及び電

子調達システムを利用するための ICカードを不正に使用した者の入札は無効とす
る。

（５）契約書作成の要否 要

（６）落札者の決定方法

① 予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。



- 5 -

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当

であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の

者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場
合は、予決令第 86条の調査を行うものとする。

（７）手続きにおける交渉の有無 無

（８）その他 詳細は入札説明書による。
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別表１

３．（３）入札説明書の交付期間 平成３１年 ２月 ８日（金）から
平成３１年 ２月２６日（火）までの
午前 ９時００分から午後 ４時００分まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

３．（６）申請書及び証明書等の 平成３１年 ２月２６日（火）
受領期限 午後 ４時００分

３．（７）入札書の受領期限 平成３１年 ３月１９日（火）
午後 ４時００分

３．（８）開札の日時 平成３１年 ３月２０日（水）
午後 ２時００分


